
別表（第２条関係） 

補助対象事業、補助対象者及び補助額 

項目 
補助対象事業 

（内容） 
要件 補助対象者 補助金の額 限度額 

農 

用 

地 

利 

用 

改 

善 

組 

合 

等 

活 

動 

支 

援 

事 

業 

（１）転作団地化推

進事業（転作地

の団地化を推進

するもの） 

１ヘクタール以上の市内のほ場を含

む連続した農地（水田）を転作し、

団地化すること。 

市内にある農用地利用改善

組合（以下「改善組合」と

いう。） 

１団体につき８万円に事

業を行う農地（水田）１

０アール当たり１５０円

で積算した額を加算した

金額 

１団体

当たり

２０万

円 

（２）地域食農活動

推進事業（地域

住民の食と農へ

の理解を促進す

る事業を実施す

るもの） 

次の①、③、④及び⑤又は②、③、

④及び⑤の要件を満たすこと。 

① 改善組合が行う場合は、集落全

体の事業であること。 

② 部会が行う場合は、産直以外の

スーパー、小売店、イベント（あ

いち中央農業協同組合主催のもの

を除く。）等で生産者自らが消費

者に対して行う事業であること。 

③ 次のａからｅまでのいずれかを

市内で実施すること。 

ａ 農畜産物品評会（即売会等地

産地消に資する取組を併せて実

施すること。） 

ｂ 農畜産物の販売 

ｃ 安城産農畜産物の試食会 

ｄ 農作業体験又は農作業見学 

ｅ その他食と農への理解の促進

を図ることができる事業 

④ 補助金交付申請年度（以下「申

請年度」という。）内に実施する

ものであること。 

⑤ 改善組合又はあいち中央農業協

同組合に属する生産者部会（以下

「部会」という。）から支出した

費用であること。 

改善組合又は部会 

 

事業費の４分の３ １団体

当たり

１０万

円 

（３）地域計画推進

事業（地域計画

を推進するもの

） 

地域計画について地域で話し合い

を行い、その内容を報告すること。 

改善組合 ２万円 １団体

当たり

２万円 

 

（１）環境に配慮し

た水稲直播きの

推進事業（冬場

の代かきによる

河川への泥水の

流出を避けるた

め、乾田直播き

（Ｖ溝直播きを

含む。以下この

項において同じ 

。）を実施する 

ほ場において代 

かきによらない 

鎮圧方式や塩化 

カリウム、石灰 

窒素等の散布に 

市内を含むほ場において、次の①又

は②、③及び④の要件を満たすこと。 

① 代かきによらない鎮圧方式又は

代かき時の塩化カリウム散布を行

い、河川への泥水の流出を抑制し

た上で、乾田直播
ま

きを実施するも

のであること。 

② 秋期又は冬期の耕起時に石灰窒

素散布を行い、乾田直播きを実施

するものであること。 

③ １ヘクタール以上の連続した農

地（水田）の一団において実 

施するものであること。 

④ 作業委託の場合は、作業受託者

は市内在住の営農者であること。 

改善組合の組合員（以下「 

組合員」という。）又は市

内にほ場を有する農地所有

適格法人（以下「法人」と

いう。） 

（１）代かきによらない

鎮圧方式の場合 １

０アール当たり１，

３００円で積算した

金額 

（２）塩化カリウム散布

の場合 塩化カリウ

ム２０キログラム当

たり２，０００円又

は１０アール当たり

２，０００円で積算

した金額のいずれか

低い金額又は１０ア

ール当たり２，００

０円で積算した金額

のいずれか低い金額 

― 



農

業

経

営

体

強

化

事

業 

よる対策をする 

もの） 

    

（２）堆肥利用によ

る土づくり推進

事業（牛ふん堆

肥又は豚ぷん堆

肥（以下「堆肥

」という。）に

よる土づくりを

実施するもの） 

次の①から④までの要件を満たすこと。 

① 畜産農家、共同堆肥集積場等

（あいち中央農業協同組合が運営

する堆肥集積場を含む。）から地

力増進が期待できる堆肥を購入す

るものであること。 

② １０アール以上の市内のほ場に

おいて、農地に堆肥を投入するも

のであること。 

③ 堆肥を購入した日又は領収書に

記載された日付から１年以内に当

該堆肥を投入するものであること。 

④ 購入者が堆肥を一時保管する場

合は、堆肥置き場において行うこ

と。 

改善組合、組合員、法人又

はあいち中央農業協同組合 

堆肥購入費（運搬費、散 

布費等を除く。）の２分 

の１ 

購入し

た堆肥

１トン

当たり

１，０

００円

で積算

した金

額 

（３）水田畦
け い

畔除去

事業（水田の境

界となる畦畔を

除去するもの） 

市内のほ場において、次の①及び②

の要件を満たすこと。 

① 所有者が異なる水田の境界とな

っている畦畔を除去するものであ

ること。 

② 申請年度内に実施するものであ

ること。 

補助対象事業に係る土地の

所有者 

除去する畦畔１本につき

土地の所有者１人当たり

２万円（当該土地が共有

の場合にあっては、２万

円に持分の割合を乗じて

得た額） 

― 

（４）わな猟免許取

得及び箱わな購

入支援事業（わ

な猟免許の取得

及び箱わなの購

入を促進するも

の） 

わな猟免許取得の場合は次の①の要

件を、箱わな購入の場合は次の②及

び③の要件をそれぞれ満たすこと。 

① 申請年度内に、わな猟免許を新

たに取得するものであること。 

② 組合員がわな猟免許を取得して

いること。 

③ 申請年度内に箱わなを購入する

ものであること。 

（１）わな猟免許取得 組

合員 

（２）箱わな購入 改善組合 

（１）わな猟免許取得 

免許取得に係る経費

の２分の１ 

（２）箱わな購入 購入

に係る経費の２分の

１ 

１経営

体当た

り、わ

な猟免

許取得

の場合

にあっ

ては１

万５，

０００

円、箱

わな購

入の場

合にあ

っては

５万円 

（５）新規就農者支

援事業（新規就

農者の初期費用

を支援するもの

） 

苗木を購入する場合は次の①から③

までの要件を、その他資材等を購入

する場合は次の①及び④の要件をそ

れぞれ満たすこと。 

① 青年等就農計画に記載された作

物の栽培にかかる経費であること。 

② 苗木の購入に係る費用が他の事

業の補助対象経費となっていない

こと。 

③ 苗木を購入した日又は領収書に

記載された日付から１年以内に当

該苗木をほ場に移植するものであ

ること。 

④ 申請年度内に購入し、使用する

ものであること。 

 

認定新規就農者の認定を受

けて３年以内の組合員又は

法人 

苗木その他資材等の購入

に係る経費の２分の１ 

１経営

体当た

り３０

万円 



（６）生分解性マル

チフィルム利用

推進事業（生分

解性マルチフィ

ルム（グリーン

プラスチック、

生分解性プラス

チック及び生分

解性バイオマス

プラスチックマ

ークの認証を受

けたものに限る。

以下同じ。）を

利用し、耕作す

るもの） 

市内のほ場において、生分解性マル

チフィルムを購入した日又は領収書

に記載された日付から１年以内に、

当該フィルムをほ場に設置するもの

であること。 

改善組合、組合員又は法人 生分解性マルチフィルム

の購入費の３分の１ 

― 

（７）イチジク及び

ナシの新規栽培

支援事業（イチ

ジク又はナシの

新規栽培をする

もの） 

市内のほ場において、次の①から③

までの要件を満たすこと。 

① １経営体で栽培面積は、５アー

ル以上あること。 

② 苗木の購入に係る費用にあって

は、当該費用が他の事業の補助対

象経費となっていないこと。 

③ 苗木を購入した日又は領収書に

記載された日付から１年以内に当

該苗木をほ場に移植するものであ

ること。 

組合員又は法人 苗木購入費等の経費の２

分の１ 

１経営

体当た

り１０

０万円 

（８）イチジク園及

びナシ園の経営

継承支援事業

（イチジク園又

はナシ園の経営

継承に伴い、改

設、改修、修繕

等を実施するも

の）及び設備の

新設、改修、修

繕等を実施する

もの） 

市内のほ場において、次の①、②及

び③又は④の要件を満たすこと。 

① １経営体で栽培面積５アール以

上の樹園地を経営継承した、又は

経営継承する場合であること。 

② 次のａからｃまでのいずれかに

該当すること。 

ａ 申請年度の初日前２年以内に

経営継承された樹園地であるこ

と。 

ｂ 申請年度内に経営継承された

樹園地であること。 

ｃ 申請年度の翌年度の末日まで

に経営継承されることが確実な

樹園地であること（樹園地の経

営継承に係る合意書を添付する

こと。）。 

③ 改植に係る苗木を購入した日又

は領収書に記載された日付から１

年以内に、当該苗木をほ場に移植

するものであること。 

④ 申請年度内に設備の新設、改修、

修繕等を実施するものであるこ

と。 

※「経営継承」とは、対象樹園地の

所有権、賃借権、使用貸借権又は

農業経営基盤強化促進法に基づく

利用権等の使用収益権を申請者本

人が取得することをいう。 

 

組合員又は法人 （１）改植 改植に係る

経費の２分の１ 

（２）設備の新設、改

修、修繕等 設備の

新設、改修、修繕等

に係る経費の２分の

１ 

１経営

体当た

り、改

植の場

合にあ

っては

２０万

円、設 

備の新

設、改

修、修 

繕等の 

場合に 

あって 

は５０ 

万円 



（９）イチジク及び 

ナシの経営改善 

支援事業（イチ 

ジク又はナシの 

改植及び設備の 

改修等を実施す 

るもの） 

改植の場合は次の①及び②の要件を、

設備の改修等の場合は次の③及び④

の要件をそれぞれ満たすこと。 

① １経営体で改植面積は１アール

以上あること。 

② 苗木を購入した日又は領収書に

記載された日付から１年以内に、

当該苗木を市内のほ場に移植する

ものであること。 

③ 設備の改修等に係る経費は市内

の１ほ場での改修等の費用が１０

万円以上であること。 

④ 申請年度内に設備の改修等を実

施するものであること。 

組合員又は法人 （１）改植 改植に係る

経費の２分の１ 

（２）設備の改修等 設

備の改修等に係る経

費の２分の１ 

１経営

体当た

り、改

植の場

合にあ

っては

２０万

円、設

備の改

修等の

場合に

あって

は５０

万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （１０）甘ひびき推

進事業（ナシの

品種である甘ひ

びきの苗木を購

入するもの） 

次の①から③までの要件を満たすこ

と。 

① 苗木を自らの栽培用に購入し、

市内のほ場に移植するものである

こと。 

② 苗木の購入に係る費用が他の事

業の補助対象経費となっていない

こと。 

③ 苗木を購入した日又は領収書に

記載された日付から１年以内に、

当該苗木を市内のほ場に移植する

ものであること。 

組合員、法人又は部会 購入する苗木１本当たり

１，０００円で積算した

金額 

― 

 （１１）甘ひびき熟

度計購入支援事

業 

次の①及び②の要件を満たすこと。 

① 熟度計を甘ひびきの収穫用に購

入し、市内のほ場で使用するもの

であること。 

② 申請年度内に熟度計を購入する

ものであること。 

部会 熟度計購入費の５分の１ 購入し

た熟度

計１台

当たり

２万５,

０００

円で積

算した

金額 

 （１２）農産物の品

種登録事業（農

産物（穀物、野

菜、果樹、花き

等）を新たに品

種登録するもの

） 

自らが市内のほ場において生産する

目的で、補助金交付申請年度内に、

農産物（穀物、野菜、果樹、花き等

）の品種登録をすること。 

組合員又は法人 品種登録の出願料及び審

査手数料の２分の１ 

１品種

の登録

当たり

１０万

円 

 （１３）法人化推進

事業（農業の家

族経営を法人化

するもの） 

申請年度内に、家族経営を農地所有

適格法人に法人化した場合であるこ

と。 

法人 法人化１件につき２０万

円 

１法人

当たり

２０万

円 

 （１４）革新的農業

推進事業（環境

配慮、省力化、

低コスト化、高

品質化又は安城

の農業の発展に

つながる事業を

推進するもの） 

次の①から③までの要件を満たすこ

と。 

① 市内のほ場において、実施する

ものであること。 

② デジタル技術又はロボット技術

を活用した省力化、低コスト化又

は高品質化により、農業生産にお

ける生産性又は収益性の向上を図

ることで市内の農業の発展につな

がる事業であること。 

組合員、法人又は部会 事業費の２分の１ １事業

当たり

５０万

円 



 ③ 市、愛知県農業改良普及課及び 

あいち中央農業協同組合に認められた

事業であること。 

   

 （１５）６次産業化

推進事業（６次

産業化に関する

独自の事業を推

進するもの） 

次の①から④までの要件を満たすこ

と。 

① 市内のほ場で実施するものであ

ること。 

② 自ら生産した農作物を活用した

加工品の開発及び販売に係る事業

であること。 

③ 事業計画を作成し、市長の確認

を受けたものであること。 

④ 申請年度内に実施するものであ

ること。 

組合員又は法人 

 

 

 

 

 

事業費の２分の１ 

 

 

 

 

１事業

当たり

５０万

円 

 

 

（１６）農畜産物販

路開拓推進事業

（物産展等のイ

ベントへの出店

及び市内で生産

された農畜産物

又は加工品の販

路拡大を推進す

るもの） 

次の①及び②の要件を満たすこと。 

① 市内で生産された農畜産物又は

加工品の販売及び試食会を実施

し、「安城市産」とＰＲする事業

であること。 

② 次のいずれかに出店するもので

あること。 

 ア 市外で開催される物産展等

（あいち中央農業協同組合が主  

催するものを除く。） 

 イ 安城市農畜産物特産品協議会

が主催する市内のイベント 

組合員、法人又は部会 事業費の２分の１ ２０万

円 

（１７）農産物即日

輸送推進事業

（市内で生産さ

れた農産物の県

外への即日輸送

を推進するもの

） 

三河安城駅を始点としてＪＲ東海道

マッハ便を利用し、市内で生産され

た農産物を県外に輸送すること。 

組合員、法人又は部会 事業費の２分の１ １０万

円 

（１８）有機農業推 

進支援事業（有 

機農業を支援す 

るもの） 

次の①から③までのいずれかの要件

を満たすこと。 

① 有機ＪＡＳ認証の取得を目的と

する講習会を受講するものである

こと。 

② 登録認証機関に対し、有機ＪＡ

Ｓ認証の申請を行うものであるこ

と。 

③ 登録認証機関による実地検査を

受検するものであること。 

組合員又は法人 （１）講習会受講料の４

分の３ 

（２）認証申請費の２分

の１ 

（３）実地検査料の２分

の１ 

（１）

の場合   

２万円 

（２）

の場合 

１０万

円 

（３）

の場合  

１０万

円から

交付を

受けた

（２）

に係る

補助金

の額を

控除し

た額 



（１９）安城市里親

農家事業（就農

希望者に対する

技術支援、農機  

具等の譲渡を促

進するもの） 

次の①から③までの全ての要件を満た

すこと。 

① 市内での就農希望者に対し、無

償でおおむね１年を通しての農業

研修又は農機具等の譲渡を行うも

のであること。 

② 就農希望者が就農後５年以内に

認定新規就農者になる予定であり、

補助金交付申請の時点で経営を開

始しておらず、かつ、将来にわた

って安城市で営農する意思のある

者であること。 

③ 農業研修を行う場合は、事業計

画を作成し、市長の確認を受けたｍ

ものであること。 

組合員（事前に申込書を提

出し、安城市里親農家とし

て登録された者であって、

就農希望者の三親等以内の

親族でないものに限る。） 

（１）農業技術等支援 

１か月につき２万円 

（２）農機具等の譲渡 

農機具１件につき５

，０００円 

― 

（２０）農業生産工

程管理（ＧＡＰ

）普及推進事業

（ＡＰを新たに

取得するもの） 

補助金交付申請年度内に第三者認証

ＧＡＰ（ＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ

及びＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐをい

う。以下同じ。）を新たに取得する

ものであること。 

組合員又は法人 第三者認証ＧＡＰの新規 

認証に係る経費の２分の 

１ 

ＪＧＡ 

Ｐ又は 

ＡＳＩ 

ＡＧＡ 

Ｐの場 

合にあ 

っては 

２０万 

円、Ｇ 

ＬＯＢ 

ＡＬＧ 

．Ａ． 

Ｐの場 

合にあ 

っては 

３０万 

円 

 

 


